
　
・計画検討から売電開始までの流れ

・指導要綱第５条第２項
・指導要綱第９条

白河市太陽光発電施設の設置に関する指導要綱白河市太陽光発電施設の設置に関する指導要綱白河市太陽光発電施設の設置に関する指導要綱白河市太陽光発電施設の設置に関する指導要綱

・指導要綱第６条
・指導要綱５条及び白河市開発行為指導要綱第５条
・指導要綱第７条
・指導要綱第８条

目目目目 的的的的

白河市における太陽光発電施設の設置に関し必要な事項を定め、適正に誘導することにより、設置区域及びそ白河市における太陽光発電施設の設置に関し必要な事項を定め、適正に誘導することにより、設置区域及びそ白河市における太陽光発電施設の設置に関し必要な事項を定め、適正に誘導することにより、設置区域及びそ白河市における太陽光発電施設の設置に関し必要な事項を定め、適正に誘導することにより、設置区域及びそ

の周辺地域における災害を防止するとともに、居住環境の維持と自然環境の保護に努め、もって良好な生活環境の周辺地域における災害を防止するとともに、居住環境の維持と自然環境の保護に努め、もって良好な生活環境の周辺地域における災害を防止するとともに、居住環境の維持と自然環境の保護に努め、もって良好な生活環境の周辺地域における災害を防止するとともに、居住環境の維持と自然環境の保護に努め、もって良好な生活環境

の保全に寄与することを目的としている。の保全に寄与することを目的としている。の保全に寄与することを目的としている。の保全に寄与することを目的としている。

・指導要綱第３条
適適適適 用用用用 範範範範 囲囲囲囲

太陽光発電施設の設置区域の面積が、

３，０００㎡を超える設置事業

※下記の場合は、一つの設置事業とみ

なす

既に設置事業が開始されている設置区

域の隣接地において、実質的に同一と認

められる事業者等により設置事業が行わ

れるものと市長が認める場合。

① 事前相談（関係課と協議）② 住民説明会を実施（その都度、説明会等実施状況報告書を提出）③ 開発行為等事前協議書、設置届出書を提出（設置工事着手の90日前）

⑦ ③の設置届出内容を変更・廃止しようする時は、計画変更・廃止届出書を提出

④ 事前協議書に対する回答（周知のための標識設置依頼）⑤ 標識の設置（設置工事が完了するまで）
⑥ 設置工事に着手する際に、着手届出書を提出※指導要綱第１１条を遵守すること。（別表第２）
⑧ 設置工事が完了した際に、完了届出書を提出

事業者対応白河市対応計計計計 画画画画 検検検検 討討討討

売売売売 電電電電 開開開開 始始始始

概要版概要版概要版概要版

設置工事後の対応設置工事後の対応設置工事後の対応設置工事後の対応

①①①① 地位の承継地位の承継地位の承継地位の承継（指導要綱第１０条）

設置届出を提出した事業者等について一般承継等があったときは、本要綱に基づく地位設置届出を提出した事業者等について一般承継等があったときは、本要綱に基づく地位設置届出を提出した事業者等について一般承継等があったときは、本要綱に基づく地位設置届出を提出した事業者等について一般承継等があったときは、本要綱に基づく地位

を承継するものとし、地位承継届出書を提出。を承継するものとし、地位承継届出書を提出。を承継するものとし、地位承継届出書を提出。を承継するものとし、地位承継届出書を提出。

②②②② 設備等の撤去設備等の撤去設備等の撤去設備等の撤去（指導要綱第１４条）

事業者等は、設置事業を廃止したときは、当該施設に係る設備の撤去等適正な処理を行事業者等は、設置事業を廃止したときは、当該施設に係る設備の撤去等適正な処理を行事業者等は、設置事業を廃止したときは、当該施設に係る設備の撤去等適正な処理を行事業者等は、設置事業を廃止したときは、当該施設に係る設備の撤去等適正な処理を行

うものとする。うものとする。うものとする。うものとする。


